
特定の条件に合致する場合にとん税および特別とん税の一時納付を減額（1/8）

国際コンテナ戦略港湾政策に係る税制措置（とん税・特別とん税）に伴い、

特定の条件を満たす船舶に対して、とん税及び特別とん税の減額処理ができるようになりました。

減額の適用を受けたい場合の手続き手順

入港港情報の国際基幹航路欄で「Y」を選択し、
入港届を提出する。

入港届等

VIX/WIT

とん税等
納付申告

TPC/WPC

一時納付の減額に対応した「とん税等適用税率コード」
を選択し、とん税等申告を実施することで、
減額処理される。

NACCS掲示板より業務コード集「国際基幹航路」を
参照し、船舶が減額の対象となることを確認する。

https://bbs.naccscenter.com/naccs/dfw/web/system/code/edi-code.html
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VIX入力画面（WITについてはWebNACCS利用マニュアル参照）

「Y:適用有り」を選択

https://bbs.naccscenter.com/naccs/dfw/web/webnaccs/manual.html


特定の条件に合致する場合にとん税および特別とん税の一時納付を減額（3/8）

とん税等減額対象非該当通知情報（SAA0790）
※一時納付（とん税等減額）後の次回以降の入港のみ出力。

入港届提出後に当該帳票が出力された場合は、
帳票の国際基幹航路欄を確認してください。

・国際基幹航路欄にYが出力されている場合
→NACCS掲示板業務コード集「国際基幹航路」を確認し、
税関に相談してください。

・国際基幹航路欄がブランクの場合
→入港届の内容を確認してください。
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とん税等納付保留通知情報（SAA0810）
※一時納付（とん税等減額）後の次回以降の入港のみ出力。

税関への入港届情報訂正等で、とん税等納付保留となった場合は、
「とん税等納付保留通知情報（SAA0810）」が出力されます。
当該帳票が出力された場合は、税関で手続きが行われます。
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TPC入力画面（WPCについてはWebNACCS利用マニュアル参照）

「G：一時納付（とん税等減額）」を選択

https://bbs.naccscenter.com/naccs/dfw/web/webnaccs/manual.html
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とん税等納付申告控情報（SAA0162）

リアルタイム口座以外の納付方法の場合、
「とん税等納付申告控情報（SAA0162）」が
出力されるので、税額等を確認する。

Y
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IVS照会結果画面 船舶基本照会情報（WVSについてはWebNACCS利用マニュアル参照）

減額の場合に出力

https://bbs.naccscenter.com/naccs/dfw/web/webnaccs/manual.html
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IVS照会結果画面 入港届等照会情報（WVSについてはWebNACCS利用マニュアル参照）

△：未申告
１：申告済
２：納付済
３：非課税対象
４：非課税確認済
５：非課税確認対象外
６：納付済（保留）

Ｂ：一時納付
Ｇ：一時納付（とん税等減額））

△：適用無し
Ｙ：適用有り

△：対象外
１：対象
２：確認済

△：対象外
１：対象

△：未確認
Ｙ：確認済

https://bbs.naccscenter.com/naccs/dfw/web/webnaccs/manual.html

